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水
道
事
業
を
安
定
的
に
経
営
し
て
い
く
た
め
、
長
浜
水
道

企
業
団
へ
の
経
営
統
合
を
進
め
て
い
ま
す
。

統
合
に
伴
い
、
運
用
や
経
営
管
理
の
一
体
化
、
施
設
の
統

廃
合
に
よ
る
運
営
コ
ス
ト
の
削
減
、
安
全
性
、
安
定
性
、
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
を
確
保
し
、
効
率
的
で
持
続
性
の
あ
る
水
道

事
業
を
め
ざ
し
、
運
営
基
盤
の
強
化
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

【
統
合
時
期
】
４
月
１
日

【
対
　
　
象
】

高
月
地
域
、
木
之
本
地
域
の
木
之
本
学
区
・
伊
香
具
学
区
・

高
時
学
区
（
大
見
地
域
を
除
く
）

【
水
道
料
金
】

上
下
水
道
料
金
は
統
合
前
の
金
額
が
引
継
が
れ
ま
す
。

※
高
時
学
区
（
大
見
地
域
を
除
く
）
は
、
３
月
の
水
道
メ
ー

タ
ー
検
針
分
か
ら
高
月
上
水
道
の
料
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
加
入
金
】

企
業
団
の
金
額
に
統
一
さ
れ
ま
す
。

※
上
水
道
料
金
は
、
検
針
月
の
翌
月
５
日
が
口
座
振
替
日
・

納
付
期
限
で
、
経
営
統
合
後
も
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■問
【
上
水
道
】
長
浜
水
道
企
業
団
（
7
６
２
‐
４
１
０
１
）

【
下
水
道
】
北
部
振
興
局
上
下
水
道
課
（
7
８
２
‐
５
９
０
３
）

※
開
閉
栓
は
い
ず
れ
か
一
方
へ
の
連
絡
で
手
続
き
で
き
ま
す
。

木
之
本
・
余
呉
・
西
浅
井
地
域
の
簡
易
水
道
事
業
で
は
、

今
後
も
水
道
事
業
を
安
定
的
に
経
営
し
て
い
く
た
め
、
各
地

域
に
お
け
る
使
用
者
負
担
を
左
記
の
と
お
り
改
定
し
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
安
心
し
て
飲
ん
で
い
た
だ
け
る
水
を
安
定
的

に
供
給
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
担
当
課
ま
で
。

【
募
集
す
る
墓
園
】

長
浜
市
松
の
岩
公
園
（
本
庄
町

１
０
３
３
）

【
募
集
期
間
】

２
月
２
日（
月
）〜
３
月
２
日（
月
）

平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

【
申
込
資
格
】

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

②
継
続
し
て
祖
先
の
祭
祀
を
主

宰
で
き
る
こ
と
。

③
墓
所
の
管
理
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

④
同
一
世
帯
の
中
に
当
墓
地
の

使
用
者
が
い
な
い
こ
と
。

⑤
墓
所
使
用
許
可
後
２
年
以
内

に
墓
石
建
立
の
予
定
が
あ
る

こ
と
。

【
申
込
方
法
】

直
接
ま
た
は
郵
送
で
担
当
課
ま
で
。

※
申
込
は
１
世
帯
に
つ
き
１
区
画
。

※
申
込
書
は
担
当
課
、
北
部
振
興
局
福

祉
生
活
課
、
各
支
所
に
あ
る
ほ
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

【
選
考
会
】

３
月
17
日
（
火
）
19
時
か
ら
。
区
画

ご
と
に
抽
選
し
ま
す
。
詳
細
は
申
込
者

へ
別
途
連
絡
し
ま
す
。

虎
姫
地
域
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
合
併
協
定
に
よ
り
、
平
成
27
年
度

か
ら
課
税
す
る
予
定
で
し
た
。

し
か
し
、
県
に
お
い
て
市
内
の
都
市

計
画
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
が
協
議
さ

れ
て
お
り
、
平
成
28
年
中
に
は
具
体
化

さ
れ
る
見
込
み
で
す
。
そ
の
結
果
、
虎

姫
地
域
が
市
街
化
区
域
で
な
く
な
る
と
、

課
税
開
始
と
区
域
の
あ
り
方
と
の
整
合

性
が
と
れ
な
く
な
る
た
め
、
課
税
を
免

除
し
ま
す
。

【
対
　
象
】
虎
姫
地
域
に
お
け
る
都
市
計

画
税

【
期
　
間
】
平
成
27
〜
28
年
度

※
都
市
計
画
税
と
は
、
市
街
化
区
域
内

の
土
地
や
家
屋
に
か
か
る
税
金
で
す
。

確
定
申
告
「
復
興
特
別
所
得
税
」
の
記
載

漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

平
成
25
年
〜
49
年
分
ま
で
、
復
興
特
別
所
得
税

（
原
則
と
し
て
各
年
分
の
所
得
税
額
の
2.1
％
）
を
、

所
得
税
と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

※
還
付
申
告
も
含
め
、
申
告
す
る
す
べ
て
の
人
に

つ
い
て
記
載
が
必
要
で
す
。

公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
人
へ

次
の
２
点
に
該
当
す
る
場
合
は
、
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
が
不
要
で
す
。

①
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
400
万
円
以
下

②
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下

記
帳
と
帳
簿
な
ど
の
保
存
が
必
要
で
す

個
人
で
事
業
（
農
業
）
や
不
動
産
貸
付
な
ど
を

行
う
す
べ
て
の
人
は
保
存
が
必
要
で
す
。

※
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

の
必
要
な
い
人
も
対
象
で
す
。

■問
北
部
振
興
局
上
下
水
道
課(

7
８
２
‐
５
９
０
３)

高
月
・
木
之
本(

一
部)

地
域
の

上
水
道
事
業
を
長
浜
水
道
企
業
団
に

■問
税
務
課
（
7
６
５
‐
６
５
２
３
）

虎
姫
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
税
を
免
除
し
ま
す

■問
長
浜
税
務
署
個
人
課
税
部
門
（
7
６
２
‐
６
１
４
４
）

長
浜
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

前
納
の
申
込
み
は
２
月
末
日
ま
で
に

国
民
年
金
保
険
料
を
前
納
（
前
払
い
）

す
る
と
割
引
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
前
納

に
は
「
６
か
月
前
納
」
と
「
１
年
前
納
」

が
あ
り
、
口
座
振
替
・
現
金
納
付
・
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
が
あ
り
ま
す
。

割
引
額
が
最
も
多
い
の
は
口
座
振
替
で
、

「
２
年
前
納
」
を
す
る
こ
と
も
で
き
、
さ

ら
に
割
引
額
が
多
く
な
り
ま
す
。

４
月
か
ら
の
口
座
振
替
ま
た
は
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
前
納
を
希

望
す
る
場
合
は
、
２
月
末
日
ま
で
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

す
で
に
口
座
振
替
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
を
利
用
の
人
も
、
前
納

を
希
望
す
る
場
合
は
手
続
き
が
必
要
で

す
。前

納
の
手
続
き
は
、
彦
根
年
金
事
務

所
ま
た
は
口
座
振
替
を
希
望
す
る
金
融

機
関
・
郵
便
局
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■問
彦
根
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
（
7
０
７
４
９
‐
２
３
‐
１
１
１
４
）

国
民
年
金
保
険
料
は
「
前
納
」
が
お
得
で
す

■問
北
部
振
興
局
上
下
水
道
課(

7
８
２
‐
５
９
０
３)

木
之
本(

一
部)

・
余
呉
・
西
浅
井
地
域
の

簡
易
水
道
料
金
が
変
わ
り
ま
す

■問
環
境
保
全
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
３
）

松
の
岩
公
園
墓
地
の
使
用
者
募
集

問合せ・申込先
環境保全課〈西館２階〉
〒５２６－８５０１
八幡東町６３２番地

募集区画

Ｃ－２ブロック ５－５番

Ｃ－３ブロック ３－９番

Ｃ－４ブロック ４－４番

Ｃ－４ブロック １－19番

Ｄ－２ブロック 13－12番

Ｃ－９ブロック ３－３番

墓所面積

3.2㎡

6.4㎡

永代使用料

430,000円

860,000円

年間管理料

3,300円

6,600円

◆新料金の概要◆　
【一般家庭用　口径が13mm、20mmの場合】 （税込）

●木之本地域で対象になるのは、杉野・杉本・音羽・金居原・大見です。
●金居原地域は、改定幅が大きいため、２段階で統一。
●平成27年５月の検針分までは従来どおり。

改定時期

Ｈ27年６月
検針分以降

Ｈ29年３月
検針分以降

地　域

木之本（一部）
余　呉
西浅井

金居原(１回目)

金居原(２回目)

基本水量10y

あたりの
基本料金月額

1,290円

1,080円

1,290円

超過料金
（１yあたり
月額）

129円

108円

129円

特殊詐欺多発！十分注意してください！
市内でも多発していますので、人ごととは思わないでください
市内各家庭に「息子を名乗ってお金の援助を頼んでくる」「未納料金がないのに

あると言って請求してくる」などの電話が多数かかっています。
あなたのところにもいつ電話があるかわかりません！

●「レターパック・宅配便で現金を送れ」は間違いなく詐欺です
●お金に関する電話や郵便は信じないで、必ず誰かに相談しましょう ■問長浜警察署　7６２－０１１０

木之本警察署　7８２－３０２１


